
紀の川市債権管理条例施行規則 

 

令和３年１月１３日 

規則第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、紀の川市債権管理条例（令和２年紀の川市条例第３０号。以下「

条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例によるものとし、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）生計を一にする者 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第６条に規定す

る世帯で編成した住民票において、居住及び生計を共にする者 

（２）生計を一にする生計維持者 生計を一にする者で、その世帯の生計を維持してい

るもの 

（３）課等の長 紀の川市行政組織規則（平成１７年紀の川市規則第２号）第２条第１

項に規定する課、紀の川市上下水道部事務分掌規程（平成１７年紀の川市企業管理

規程第２号）第２条に規定する課、紀の川市教育委員会事務局組織規則（平成３０

年紀の川市教育委員会規則第１１号）第４条に規定する課並びに紀の川市支所及び

出張所設置条例（平成１７年紀の川市条例第８号）第２条に規定する支所及び出張

所の長 

 （事務の分掌） 

第３条 債権の管理に関する事務は、所管する課等の長（その債権が発生した事務及び

事業を所管する課等の長をいう。）が行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、紀の川市債権収納管理一元化に伴う業務移管等事務処理

に関する運用規程（平成３１年４月１日制定）第３条の規定により収納対策課へ移管

した事務は、収納対策課長が行うものとする。 

（台帳の記載事項） 

第４条 条例第５条に規定する台帳に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）債権の名称 

（２）債務者の住所、氏名及び連絡先（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、

代表者の氏名及び連絡先） 

（３）債権の額 

（４）債権の発生年月日 

（５）債権の履行期限 

（６）債権の履行の状況 



（７）債権の管理履歴（債務者との折衝の記録等を含む。） 

（８）債務者の財産に関する事項 

（９）債務者に対する処分等の状況 

（１０）担保（保証人の保証を含む。）に関する事項 

（１１）その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、市の債権の管理上必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる事項の一

部を省略することができる。 

 （督促） 

第５条 条例第６条に規定する督促は、履行期限後３０日以内に行うものとする。ただ

し、市長が特に認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定において指定する履行期限は、当該督促を発した日から起算して１０日

を経過した日とする。 

３ 第１項の督促は、書面により行うものとする。 

（延滞金及び損害賠償金の免除） 

第６条 条例第９条に規定するやむを得ない事由があると認めるときは、次の各号のい

ずれかの事由に該当するときとする。 

（１）債務者が震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けたと

き。 

（２）債務者又は債務者と生計を一にする者が、死亡し、負傷し、又は疾病にかかった

ため、多額の経費を要したとき。 

（３）債務者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護を受けたと

き、又はこれに準ずる状態であると認められるとき。 

（４）債務者が属する世帯について、失業等によりその世帯の収入が著しく減少したと

き。 

（５）債務者又は債務者と生計を一にする生計維持者が、事業又は業務につき、著しい

不振、失敗又は倒産により著しく財産の損失を受けたとき。 

（６）その他市長が特に必要であると認めるとき。 

２ 条例第９条に規定する免除を受けようとする者（次項において「申請者」という。

）は、延滞金等免除申請書（様式第１号）に、その理由を明らかにする書類を添えて

市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、その旨を延滞

金等免除承認（不承認）決定通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するもの

とする。 

 （強制執行等） 

第７条 条例第１０条に規定する督促をした後相当の期間とは、１年を超えない期間と

する。 



 （履行期限の繰上げ） 

第８条 条例第１２条に規定する履行期限を繰り上げる旨の通知は、次の各号のいずれ

かに該当するときに行うものとする。 

（１）債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 

（２）債務者が自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 

（３）債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。 

（４）相続について限定承認があったとき。 

（５）財産分離の請求があったとき。 

（６）相続財産法人が成立したとき。 

（７）会社が解散したとき。 

（８）その他法令の規定又は契約による期限の利益を喪失したとき。 

２ 履行期限の繰上げの通知は、履行期限繰上通知書（様式第３号）を債務者に送付す

ることにより行うものとする。 

 （債権の申出） 

第９条 条例第１３条第１項に規定する配当の要求その他債権の申出をすることができ

るときとは、次に掲げるとおりとする。 

（１）強制競売の開始決定又は差押えがあったとき。 

（２）債務者の財産について競売の開始があったとき。 

（３）債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 

（４）債務者の財産について企業担保権の実行手続があったとき。 

（５）相続について限定承認があったとき。 

（６）相続人が不在のとき。 

（７）会社更生手続開始の決定があったとき。 

（８）民事再生手続開始の決定があったとき。 

（９）会社が解散したとき。 

（１０）第３号から前号までに掲げるもののほか、債務者の総財産について清算が開始

されたとき。 

 （債権の保全） 

第１０条 市長は、非強制徴収債権について、保全が必要であると認めるときは、条例

第１３条第２項の規定により、債務者に対し次に掲げる措置のうち必要な措置をとら

なければならない。 

（１）担保の提供を求めること。 

（２）仮差押え又は仮処分の手続をとること。 

（３）市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位

して当該権利を行うために必要な措置をとること。 

（４）債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、市が債権者と



して当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。 

（５）非強制徴収債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を

中断するための手続をとること。 

２ 市長は、前項第１号の規定に基づき担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権

の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため

必要な措置をとるものとする。 

３ 第１項第１号の担保は、法令等の規定により抵当権等の目的とすることができるも

の、換価費用がその担保の価値を超えないもの及び市長が確実と認めるものとする。 

（徴収停止） 

第１１条 条例第１４条に規定する履行期限後相当の期間とは、１年とする。 

 （履行延期の特約等） 

第１２条 条例第１５条の規定による履行延期の特約等の適用を受けようとする債務者

（次項において「申請者」という。）は、履行期限延期申請書（様式第４号）を市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、その旨を履行

期限延期承認（不承認）決定通知書（様式第５号）により当該申請者に通知しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、前項の規定により承認の旨を通知する場合は、次に掲げる条件を付するも

のとする。 

（１）債務の保全上必要があると市長が認めるときは、市長の求めに応じて業務又は財

産の情報について報告し、又は資料を提出すること。 

（２）市の保有する債務者の情報のうち、債権管理のために必要な情報を市長が利用す

ることについて、承諾すること。 

（３）市の保有しない債務者の情報のうち、債権管理のために必要な情報を市長が調査

し、利用することについて、承諾すること。 

（４）債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げると

きは、履行延期の特約等を解除し、又は取り消し、履行期限を繰り上げることがで

きること。 

  ア 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された

金額についてその延期に係る履行期限から２月を経過した後においてもなお履行

されないとき。 

  イ 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき、又はそのお

それがあると認められるとき。 

  ウ 債務者が、当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。 

  エ 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によるこ

とが不適当であると認められるとき。 



４ 履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、その旨を当該債務者に通知する

ものとする。 

 （債権の放棄） 

第１３条 条例第１６条第１項第３号及び第７号に規定する相当の期間とは、３年とす

る。 

（議会への報告） 

第１４条 条例第１１条第２項に規定する議会への報告は、次に掲げる事項を報告する

ものとする。 

（１）訴訟の提起に係る債権の名称及び金額 

（２）訴訟の提起の理由 

（３）その他市長が必要と認める事項 

２ 条例第１６条第２項に規定する議会への報告は、次に掲げる事項を報告するものと

する。 

（１）放棄した債権の名称 

（２）債権を放棄した日及び件数並びに金額 

（３）債権を放棄した理由 

（４）その他市長が必要と認める事項 

 （徴収職員） 

第１５条 市長は、強制徴収公債権に係る事務を行わせるため、強制徴収公債権徴収職

員（以下「徴収職員」という。）を置く。 

 （徴収職員証） 

第１６条 市長は、徴収職員を任命し、強制徴収公債権徴収職員証（様式第６号。以下

「徴収職員証」という。）を交付する。 

２ 徴収職員は、強制徴収公債権の徴収に関する調査のために質問し、若しくは検査を

行い、又は滞納処分を行う場合には、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったと

きは、これを提示しなければならない。 

３ 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失した徴収職員は、直ちにその事由その他必

要な事項を記入した書面を市長に届け出た上、徴収職員証の再交付を受けなければな

らない。 

４ 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

５ 人事異動その他の理由により、徴収職員でなくなった者は、速やかに徴収職員証を

市長に返納しなければならない。 

（補則） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 



（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 略 

 

様式第１号 ～ 第６号 略 


